
 

住 宅 課 

 

議案第９号 

港区立住宅条例の一部を改正する条例について 

 

１ 条例改正の概要 

借上住宅事業が令和３年度で終了することに伴い、公募によらずに区立住宅を使

用させることのできる事由から、借上住宅事業に係る規定を削除するものです。 

 

２ 改正内容 

公募によらずに区立住宅を使用させることのできる事由から、借上住宅事業に係

る規定を削除します。（第６条第５号） 

 

３ 施行期日   区規則で定める日（令和４年４月１日予定） 
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